
認可保育所、東京都認証保育所の比較

認 可 保 育 所 東 京 都 認 証 保 育 所

A 型 Ｂ 型

社会福祉法人・民間事業者・個 民間事業者等 個 人設置者

人等（主体に係る制限なし）

か所( 現在) か所( 現在) か所( 現在)22,699 H18.4.1. 245 H18.4.1. 78 H18.4.1.

乳児室、保育室、遊戯室、 調理室、医務室等施設基準 乳児室、保育室、遊戯室、調理

室、医務室等

屋外遊戯場（園庭）屋外遊戯場（園庭）

（ ）3.3㎡以上（付近の公園可） 3.3㎡以上 付近の公園可

０・１歳 ０・１歳 ０・１歳（児童 人当1

㎡（ ㎡まで弾力化） ㎡以上たりの面積） 1.65㎡以上（乳児室） 3.3 2.5 2.5
㎡以上（ほふく室）3.3

２歳以上 ㎡以上 ２歳以上 ㎡以上 ２歳以上 ㎡以上1.98 1.98 1.98

保護者と市町村との契約 保護者と施設の契約入 所

・有資格保育士 同 左職 員

０歳 ３：１

１・２歳 ６：１

３歳 ２０：１

４歳以上 ３０：１

＊常勤保育士は、各クラス 名 ＊有資格者は、６割以上1
以上（乳児を含む場合は 名以2
上）

保育に欠ける０～５歳の乳幼児 ０～５歳の児童[月 ０～２歳の児童[区市町助成対象 160
時間以上の利用が必要な 村が必要と認めた者]児童の要

児童]件・定員

定員 名以上 定員 ～ 名 定員６～ 名等 20 20 120 29

（３歳未満児 以上）1/2

時間（ 時間以上の場合、 時間以上開所時間 11 11 13
延長保育で対応）

( )施設整備費 ( )開設準備費（駅前に設置するＡ型のみ）公的助成 1 1
( )運営費 ( )運営費の内容 2 2
( )特別保育事業費3

市町村が、年齢に応じた保育費 料金は自由設定（ただし国の徴収基準額表の額が保育料

用をもとに家計に与える影響を 上限）

考慮して定めた保育料を保護者

から徴収



認定こども園の平成１９年８月１日現在の認定件数及び今後の申請見込件数 

 

 

（１）平成１９年８月１日現在の認定件数 

（ 内  訳 ） 
 件 数 

幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型 

① 認定こども園の認定
件数 

１０５ ４９ ３７ １３ ６ 

 

（２）平成１９年４月１日現在の認定件数及び申請見込件数 

（ 内  訳 ） 
 件 数 

幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型 不明（注１）

① 認定こども園の 
認定件数 

９４ ４５ ３２ １３ ４ － 

② 平成１９年度中の 
申請見込件数 

５４２ １８５ １７７ ６１ １００ １９ 

③ 平成２０年度以降 
の申請見込件数（注２） 

１,４６０ ３５１ ４８３ ３０１ １６０ １６５ 

合  計 ２,０９６ ５８１ ６９２ ３７５ ２６４ １８４ 

（注１）調査時点において、いずれの類型で申請するつもりか決めていない場合  
（注２）「申請時期未定」の件数も含む                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 こ ど も 園 の 認 定 状 況 （都 道 府 県 別 ）

105合 計0  三 重 県

0  沖 縄 県3  愛 知 県

3  鹿 児 島 県0  静 岡 県

2  宮 崎 県0  岐 阜 県

1  大 分 県2  長 野 県

0  熊 本 県0  山 梨 県

1  長 崎 県0  福 井 県

4  佐 賀 県5  石 川 県

6  福 岡 県1  富 山 県

3  高 知 県0  新 潟 県

1愛 媛 県4  神 奈 川 県

0  香 川 県3  東 京 都

1  徳 島 県2千 葉 県

1  山 口 県0  埼 玉 県

5  広 島 県5群 馬 県

1岡 山 県5  栃 木 県

0  島 根 県4茨 城 県

0  鳥 取 県1  福 島 県

0  和 歌 山 県3  山 形 県

0  奈 良 県9  秋 田 県

1 2  兵 庫 県1  宮 城 県

1  大 阪 府3岩 手 県

0  京 都 府1  青 森 県

1  滋 賀 県1 0北 海 道

認 定 数都 道 府 県認 定 数都 道 府 県

1 0 5合 計0  三 重 県

0  沖 縄 県3  愛 知 県

3  鹿 児 島 県0  静 岡 県

2  宮 崎 県0  岐 阜 県

1  大 分 県2  長 野 県

0  熊 本 県0  山 梨 県

1  長 崎 県0  福 井 県

4  佐 賀 県5  石 川 県

6  福 岡 県1  富 山 県

3  高 知 県0  新 潟 県

1愛 媛 県4  神 奈 川 県

0  香 川 県3  東 京 都

1  徳 島 県2千 葉 県

1  山 口 県0  埼 玉 県

5  広 島 県5群 馬 県

1岡 山 県5  栃 木 県

0  島 根 県4茨 城 県

0  鳥 取 県1  福 島 県

0  和 歌 山 県3  山 形 県

0  奈 良 県9  秋 田 県

1 2  兵 庫 県1  宮 城 県

1  大 阪 府3岩 手 県

0  京 都 府1  青 森 県

1  滋 賀 県1 0北 海 道

認 定 数都 道 府 県認 定 数都 道 府 県

幼 保 連 携 推 進 室 調 べ （平 成 1 9年 8月 1日 現 在 ）



幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型 合　計

公　立 16 0 7 0 23

私　立 29 32 6 4 71

合　計 45 32 13 4 94

認定こども園類型別・公私別認定数（平成１９年４月１日現在）



認定こども園の類型と財政措置

幼・保制度のすき間に
生じている問題

幼保連携型

幼稚園型 幼稚園

保育所

幼稚園 保育所

地域における子育て支援機能

認
定
こ
ど
も
園
（
都
道
府
県
に
よ
る
認
定
）

保育所機能

幼稚園機能

幼稚園機能

＋
保育所機能

幼稚園・保育所

地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
選
択
が
可
能
に ＋

現状

※これらの多様な類型を認定対象としていくとともに、幼保連携型施設の設置促進のための
措置を講じる。

＜補助制度＞

幼稚園と保育所の
補助の組み合わせ

幼稚園の補助制度

保育所の補助制度

（一般財源）

保育所型

地方裁量型



幼保連携型の場合の財政上の特例(私立施設）

保

育

所

幼

稚

園

学校法人にも助成

社会福祉法人、日赤
等に助成

（学校法人は対象外）

（施設整備費）

次世代育成支援対策
施設整備費交付金

同左

さらに、助成対象を拡大

（定員１０人でも保育所認可）

設置主体にかかわら
ず助成

（運営費）

保育所運営費負担金

社会福祉法人にも助成学校法人のみ助成
（運営費）

私学助成

社会福祉法人にも助成学校法人のみ助成

（施設整備費）

私立幼稚園施設整備
費補助金

新制度による幼保連携施設現行



【運営費】
○私学助成（幼稚園分）
３４５億円 （３３４億円）

【施設整備費】
○私立幼稚園施設整備費補助
２４億円 （１１億円）

【運営費】
○保育所運営費負担金
３，２６７億円 （３，１２７億円）

【施設整備費】
○次世代育成支援対策施設整備交付金
１８０億円 （１３０億円）

（従来）学校法人のみ助成

↓
社会福祉法人にも助成

（従来）学校法人は対象外

↓
学校法人にも助成

（従来）定員２０名以上

↓
定員１０名で保育所認可

＜幼保連携型の場合の財政上の特例＞

私立幼稚園

私立保育所

※金額は20年度予算概算要求（かっこ内は19年度予算）

認定こども園は、基本的に、既存の幼稚園・保育所の財政措置を活かしながら、機能の充
実によりニーズの多様化に応えようとするもの。既存施設からの転換を容易にし、幼保連携
型施設の設置を促進する観点から、各種の特例を設けている。

【その他】 ・地域子育て支援拠点の拡充 １１１億円（約6,000か所→約8,000か所）
・利用料（保育料）の第２子以降の軽減措置について、兄姉が幼稚園に在園する保育
所児、兄姉が保育所に在所する幼稚園児に拡充（19年度～）

既存施設から幼保連携型認定こども
園に移行する場合、職員資格や施設
設備についての特例あり



①児童の要件

・保護者の就労等により、日々保育に欠ける就学前児童（個人実施型保育については、３歳未満児）

②実施場所

・家庭的保育者自身の居宅又は賃貸アパート等家庭的保育を実施するのに適切と市町村が認めた場所

③家庭的保育者の要件等

・保育士又は看護師の資格を有する者

・家庭的保育者に、現に養育する就学前児童又は介護の必要な者がいないこと

・保育する児童の人数は３人以下（ただし、補助者とともに２人で保育する場合には５人以下）

家庭的保育事業（保育ママ）

保育需要の増に対応するための応急措置として、保育士、看護師（看護師資格を有する保健
師・助産師も可）の資格を有する保育者（家庭的保育者）の居宅において少人数の就学前児
童を保育する家庭的保育を実施（事業を実施する市町村に補助）



家庭的保育実施の問題や課題（複数回答有）

1.7%

8.3%

16.7%

16.7%

20.0%

23.3%

25.0%

33.3%

33.3%

38.3%

38.3%

43.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

巡回指導や相談の体制

家庭的保育者の募集をしても応募がない

年度明けの家庭的保育利用児童の定員割れ

家庭的保育者への研修

保育者が休暇時の代替保育の整備

認可保育所利用者と家庭的保育利用者への補助の格差是正

利用希望者が少ない

保育所へのスムーズな移行

事故が起こった場合の責任や補償

保育補助員の雇上費加算

その他

無回答

「地方自治体における家庭的保育の取り組みに関する調査」
調査対象：10万人以上の都市、東京都内の区市の地方自治体（２９４）
調査方法：郵送による質問調査（平成19年1月～2月）（回収率６８．９％）

※ 家庭的保育の取組に関する調査（子ども家庭総合研究所委託） 第一次調査結果




